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株主総会当日にご出席されない場合は、
書面または電磁的方法（インターネット）により、
2022年６月16日（木曜日）午後６時までに議決権を
ご行使くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使期限

2022年６月17日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

日時

大阪市浪速区湊町一丁目２番３号

ホテルモントレグラスミア大阪
21階ブルーベル
(末尾記載の会場ご案内略図をご参照ください。）

※ 開催場所が昨年から変更となっておりますのでお間違えのないよう

ご来場ください。

場所

第58期 定時株主総会

招集ご通知

証券コード：9686

目 次

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染リスクが
続いております。株主の皆様におかれましては、株主総会
へのご出席に際しましては、株主総会開催日時点での流行
状況や、ご自身の体調をご確認のうえ、感染防止に最大限
ご配慮賜わりますようお願い申し上げます。なお本年にお
きましても、インターネットによるライブ中継も行います
ので、ぜひともご利用ください。

株主総会ご出席者へのお土産は取りやめさせていただ
いております。何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。
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証券コード９６８６
2022 年 ５ 月 25 日

株 主 各 位
大阪市浪速区桜川一丁目７番18号

代表取締役会長 田 中 卓

第58期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第58期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご通知申しあげます。
なお、新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)感染リスクが続く中での株主の皆様の安

全・安心を鑑み、本年の定時株主総会におきましては、株主総会開催日時点での流行状況や、ご
自身の体調をご確認のうえ、感染防止に最大限ご配慮賜りますよう、何卒ご理解の程宜しくお願
い申しあげます。
議決権行使につきましては、書面（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット）によ

り行使することができますので、2022年６月16日（木曜日）午後６時までに後記の株主総会参考
書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2022年６月17日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

2. 場 所 大阪市浪速区湊町一丁目２番３号

ホテルモントレグラスミア大阪 ２１階ブルーベル

(末尾記載の会場ご案内略図をご参照ください。）

(ご注意)
会場変更

本総会の開催場所は昨年から変更となっております。末尾の「株主総会会場

ご案内略図」をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。

3. 目 的 事 項

報告事項 １．第58期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書

類報告の件

２．会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役９名選任の件

第４号議案 監査役２名選任の件

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

第６号議案 社外取締役の報酬額改定の件

以 上

2022年05月11日 20時26分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 2 ―

＜ご案内＞

◎本株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう

お願い申しあげます。

◎本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「会計監査人に関する事項」、連

結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」

及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社

ウェブサイト（https://www.toyo-tec.co.jp）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付

書類には記載しておりません。

従いまして、本定時株主総会招集ご通知添付書類は、監査役及び会計監査人が監査報告及び会計監査報告

の作成に際して監査した書類の一部であります。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正す

べき事情が生じた場合には、当社ホームページ(https://www.toyo-tec.co.jp）において掲載することに

より、お知らせ致します。

◎新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)感染リスクが続く中での株主の皆様の安全・安心を鑑み、

本年の定時株主総会におきましては、株主総会開催日時点での流行状況や、ご自身の体調をご確認のう

え、感染防止に最大限ご配慮賜りますよう、何卒ご理解の程宜しくお願い申しあげます。

◎当日の様子はインターネットのライブ配信を通じて、ご覧いただくことができます。視聴方法など詳しく

は、同封のご案内をご確認ください。

◎株主総会の議決権行使につきましては、郵送またはインターネットによる方法もございますので、そちら

のご利用も併せてご検討ください。

◎ご出席の株主の皆様には、マスク着用のうえ、ご来場いただきますようご協力をお願致します。なお会場

にマスクのご用意は致しておりません。会場は、座席間隔をあけており、例年より座席数が減少しており

ますので、あらかじめご承知おきください。

◎また、一昨年より株主総会ご出席者へのお土産を取りやめさせていただいております。何卒ご理解賜りま

すよう宜しくお願い申しあげます。

◎株主総会の当社対応等につきましては、下記ウェブサイトにて、お知らせ致しております。ご参照の程、

宜しくお願い致します。

https://www.toyo-tec.co.jp/ir/meeting/
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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、行使くださいますようお願い申しあげます。

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2022年６月17日（金曜日）午前10時

郵送で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずに行使期限までに到

着するようご投函ください。

なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い致

します。

行使期限 2022年６月16日（木曜日）午後６時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合

スマートフォン、パソコン端末から「議決権行使ウェブサイト」にアクセスしていただき、画面

の案内に従って、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

詳細は次ページの「インターネットによる議決権行使について」をご参照ください。

行使期限 2022年６月16日（木曜日）午後６時入力分まで

■書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権

行使としてお取り扱い致します。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に

行使された内容を有効な議決権行使としてお取り扱い致します。

■インターネットに関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主さまのご負担となります。

■インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があり

ます。
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議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

〇年〇月〇日

1.

2.

3.

見本

見本 ｢次へすすむ｣を
クリック

｢ログイン｣をクリック

｢議決権行使コード｣を入力

｢登録｣をクリック

｢パスワード｣を入力

インターネットによる議決権行使について
（行使期限：２０２２年６月１６日（木曜日）午後６時入力分まで）

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行

使ウェブサイトにログインすることができます。

❶議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを

読み取ってください。

❷以降は画面の案内に従って

賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記

の「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、議

決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」･「パスワード」を

入力してログイン、再度議決権行使をお願い致します。

※QRコードを再度読み取っていただくと、右記の議決権行使ウェブサイトにア

クセスできます。

※ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

❶議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

❷議決権行使書用紙の裏面左下に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。

❸議決権行使書用紙の裏面左下に記載された

「パスワード」をご入力ください。

❹以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に関す
るご不明な点につきましては、右記にお
問い合わせください。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
受付時間：午前９時～午後９時
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、

第12次中期経営計画における配当方針（配当性向50％を目途に安定配当）及び当期の業績並びに今後の事業

展開等を勘案致しまして、次のとおりと致したいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭と致します。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき15.00円と致したいと存じます。

なお、この場合の配当金総額は、159,812,760円となります。

中間配当金として１株につき15.00円をお支払いしておりますので、年間配当金は30.00円となり連

結配当性向は68.8％となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年６月20日と致したいと存じます。

第２号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由

(1) 取締役の任期短縮

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目

的に、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。また、これに伴い、任期調整の規

定を削除するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の電子提供措置等の導入

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する株主

総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内

容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載す

る事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、

これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものでありま

す。
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２．変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。（下線は変更部分を示しております）

現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし

提供）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告、計算書類および連結計算

書類に記載または表示をすべき事項に係る情報

を、法務省令に定めるところに従いインターネ

ットを利用する方法で開示することにより、株

主に対して提供したものとみなすことができ

る。

＜ 削 除 ＞

（電子提供措置等）

＜ 新 設 ＞ 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類等の内容である情報について、電子提

供措置をとるものとする。

２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法

務省令で定めるものの全部または一部につい

て、議決権の基準日までに書面交付請求した株

主に対して交付する書面に記載しないことがで

きる。

（取締役の任期） （取締役の任期）

第19条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会終結のときまでとする。

第19条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会終結のときまでとする。

２．増員または補欠として選任された取締役の任

期は、他の在任取締役の任期満了するときまで

とする。

＜ 削 除 ＞

（附則）

＜ 新 設 ＞ １．変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインタ

ーネット開示とみなし提供）の削除および変更後

定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年

９月１日から効力を生ずるものとする。
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現行定款 変更案

２．前項の規定にかかわらず、2023年２月末日までの

日を株主総会の日とする株主総会については、変

更前定款第15条（株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

３．本附則は、2023年３月１日または前項の株主総会

の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後

にこれを削除する。

第３号議案 取締役９名選任の件

第２号議案の「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役全員（12名）は本定時株主

総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり

承認可決されることを条件として、取締役会における審議の活性化並びに深化を更に進めるため、３名減員

し９名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案が原案どおり承認された場合、社内取締役４名、社外取締役５名となり、減員後も社外取締

役が取締役総数の過半数となります。各取締役候補者については、13ページ記載の「取締役選任基本方針」、

「取締役選任基準」の要件を充足していると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

１

た な か たかし

田 中 卓

(1952年９月10日生)

1975年４月 ㈱大和銀行 (現㈱りそな銀行) 入行

28,800株

2003年10月 ㈱りそなホールディングス 執行役 システム企画室長

2006年６月 りそな信託銀行㈱ (現㈱りそな銀行) 代表取締役社長

2009年６月 当社 代表取締役副社長

2011年６月 当社 代表取締役社長

2012年４月 当社 代表取締役社長兼共同総合サービス㈱代表取締役社長

2016年５月 当社 代表取締役社長

2020年６月 当社 代表取締役会長

2021年４月 当社 代表取締役会長兼テックビルサービス㈱ 取締役会長

2022年４月 当社 代表取締役会長

兼 東洋テックビルサービス㈱ 取締役会長

現在に至る

【再任】【指名報酬委員会委員】【取締役会出席状況：11回中11回出席（出席率：100%）】

【取締役候補者とした理由】

田中 卓氏は、2009年６月以来、当社の代表取締役を務めており、強いリーダーシップでグループ全体を牽引し１１期連続増収を

達成した実績等と、経営者としての豊富な経験・実績・見識、及び大手金融機関におけるシステム部門での勤務経験に基づくテクノ

ロジー・ITに関する専門的知識等、当社グループ経営にとって重要視しているスキル全般について有していることから、引き続き取

締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

２

い け だ ひ ろ ゆ き

池 田 博 之

(1960年10月９日生)

1983年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行

20,000株

2007年６月 ㈱りそな銀行 執行役員

2009年６月 同行 常務執行役員

2010年６月 ㈱近畿大阪銀行（現㈱関西みらい銀行）代表取締役副社長

兼執行役員

2011年４月 同行 代表取締役社長兼執行役員

2013年４月 ㈱りそな銀行 代表取締役副社長 兼 執行役員

兼 ㈱近畿大阪銀行（現㈱関西みらい銀行）取締役会長

2017年４月 ㈱りそな銀行 取締役副会長

2017年６月 当社 取締役就任

2017年６月 公益社団法人りそなアジア・オセアニア財団 理事長

2018年３月 ㈱りそな銀行 副会長

2018年５月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事

2020年６月 当社 代表取締役社長

2021年６月 エレコム㈱ 取締役（現任）

2022年４月 当社 代表取締役社長

兼 東洋テックビルサービス㈱ 取締役

現在に至る

【再任】【指名報酬委員会委員】【取締役会出席状況：11回中11回出席（出席率：100%）】

【取締役候補者とした理由】

池田博之氏は、大手金融機関であります㈱りそな銀行の代表取締役、また2020年からは当社の代表取締役社長を務めるなど経営者

としての豊富な知識、経験等、及び一般社団法人関西経済同友会元代表幹事としての人脈、経験等を有していることから、引き続き

取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

３

さ と う ひ ろ ち か

佐 藤 洋 誓

(1960年４月28日生)

1983年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行

10,500株

2001年８月 同行 深井支店長

2009年６月 同行 執行役員ひょうご地域担当

2016年４月 りそなキャピタル㈱ 代表取締役社長

2017年６月 当社 顧問

2017年６月 当社 常務執行役員 管理本部長

2019年３月 当社 常務執行役員 営業本部長

2019年６月 当社 取締役常務執行役員 営業本部長

2021年４月 当社 取締役常務執行役員 営業本部長

兼 ㈱新栄ビルサービス 代表取締役社長

現在に至る

【再任】【取締役会出席状況：11回中11回出席（出席率：100%）】

【取締役候補者とした理由】

佐藤洋誓氏は、当社入社前において、事業会社の代表取締役社長としての経験を有しており、また当社入社後は2017年６月より管

理部門の責任者として管理面全般を担い、2019年３月からは営業部門の責任者、また2021年４月からは子会社の㈱新栄ビルサービス

の代表取締役社長も兼務しており、経営面における豊富な知識と経験・実績・見識を有していることから、引き続き取締役として選

任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

４

い わ き か つ ひ ろ

岩 城 勝 広

(1962年２月26日生)

1982年４月 当社入社

8,300株

2001年９月 当社 業務本部 技術部開発課 課長

2007年４月 当社 業務本部 技術部 次長

2008年４月 当社 業務本部 セキュリティシステム部 部長

2016年６月 当社 執行役員 業務本部 技術部 部長

2020年10月 当社 執行役員 管理本部 情報システム部長

2021年４月 当社 常務執行役員 ＤＸ本部長 兼 業務本部長

兼 情報システム部長

2021年６月 当社 取締役常務執行役員 ＤＸ本部長 兼 業務本部長

兼 情報システム部長

現在に至る

【再任】【取締役会出席状況：９回中９回出席（出席率：100%）】

【取締役候補者とした理由】

岩城勝広氏は、技術部門、システム部門に長く携わっており、当社グループの業務面、システム面における豊富な知識と経験を有

しています。これらの経験を活かし、現在は業務本部長、ＤＸ本部長、情報システム部長を務めており、今後経営面で重要である当

社グループのＤＸ戦略推進の中心的役割を果たすことが期待できるため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

５

も ろ し ま し ん じ

諸 島 伸 治

(1948年２月20日生)

1971年４月 ㈱日立製作所入社

5,000株

2004年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱

執行役常務金融システム事業部長

2010年４月 同社 代表取締役社長

2010年10月 ㈱日立ソリューションズ 代表取締役副社長執行役員

2012年４月 同社 取締役副社長執行役員

2013年４月 ㈱ランドコンピュータ

2013年６月 同社 代表取締役社長

2019年６月 同社 相談役（現任）

2019年６月 当社 取締役（現任）

現在に至る

【再任】【社外取締役】【独立役員】【指名報酬委員会委員長】【取締役会出席状況：11回中11回出席（出席率：100%）】

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

諸島伸治氏は、長年に亘る㈱日立製作所グループでの経営者として、経営及びグループ経営に関する豊富な経験と実績、及びテ

クノロジー・ITに関する専門的知識・豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る

意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待して社外取締役に選任をお願いするものであります。なお、同氏を含

めた複数の社外取締役、社外監査役が取締役会に加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役会の活性化につながる

ものと期待しております。当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

６

い な だ こ う じ

稲 田 浩 二

(1960年３月９日生)

1984年４月 関西電力㈱入社

─株

2015年６月 同社 執行役員 総合企画本部 本部事務局長代理
併 総合企画本部副本部長
兼 原子力・安全品質推進部門統括
兼 ＣＳＲ・経営管理部門統括
兼 経営改革・ＩＴ本部長附

2016年６月 同社 常務執行役員
2018年６月 同社 取締役 常務執行役員
2019年６月 同社 代表取締役副社長執行役員
2019年６月 当社 取締役（現任）
2019年６月 ㈱関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ 社外取締役
2019年６月 日本原燃株式会社 社外取締役（現任）
2020年６月 関西電力㈱ 取締役 代表執行役副社長（現任）

現在に至る

【再任】【社外取締役】【独立役員】【指名報酬委員会委員】【取締役会出席状況：11回中10回出席（出席率：91 %）】

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
稲田浩二氏は、地元関西の有力企業である関西電力㈱の代表執行役副社長として、経営及びグループ経営に関する豊富な経験と実

績、及びシステム部門での勤務経験に基づくテクノロジー・ITに関する専門的知識等を有していることから、当社グループの経営監
督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待して社外取締役に選任をお願いする
ものであります。なお、同氏を含めた複数の社外取締役、社外監査役が取締役会に加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与
え、取締役会の活性化につながるものと期待しております。当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年とな
ります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

７

な か が わ ま さ ひ ろ

中 川 正 浩

(1961年４月５日生)

1984年10月 司法試験合格

─株

1985年４月 警察庁 入庁
1991年10月 人事院 行政官短期在外研究員（アメリカ合衆国司法省）
1992年４月 人事院 行政官国内研究員（司法修習コース）
2012年９月 警察庁長官官房参事官
2014年１月 警察大学校 警務教養部長
2015年６月 警察庁 海外調査研究員（ハーバード大学）
2016年７月 自動車安全運転センター 調査研究部長
2019年２月 警察庁 東北管区警察局長
2020年４月 同庁 辞職
2020年６月 当社 取締役（現任）
2020年８月 大樹生命保険株式会社 顧問（現任）

現在に至る

【再任】【社外取締役】【独立役員】【取締役会出席状況：11回中11回出席（出席率：100%）】

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
中川正浩氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、警察庁での勤務経験に基づく防犯、危機管理に加え、法律面に

おいても専門的知識、豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当
性・適正性を確保するための助言、提言を期待して社外取締役に選任をお願いするものであります。なお、同氏を含めた複数の社外
取締役、社外監査役が取締役会に加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役会の活性化につながるものと期待して
おります。当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

８

く り は ら た つ し

栗 原 達 司

(1961年６月５日生)

1984年４月 日本銀行 入行

─株

2003年６月 同行 金融市場局金融市場課長
2005年３月 同行 発券局総務課長
2007年６月 コロンビア大学留学
2008年７月 日本銀行 新潟支店長
2010年７月 同行 金融機構局審議役
2011年11月 同行 金融機構局上席考査役
2013年４月 同行 金融機構局審議役（考査統括）
2014年５月 同行 検査役検査室長
2016年５月 セコム㈱入社
2016年６月 同社 取締役（現任）
2018年７月 セコム健康保険組合理事長（現任）
2020年６月 当社 取締役（現任）

現在に至る

【再任】【社外取締役】【独立役員】【指名報酬委員会委員】【取締役会出席状況：11回中10回出席（出席率：91%）】

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
栗原達司氏は、長年にわたる日本銀行での勤務経験により、経済、金融面に精通しており、また警備業界のリーディングカンパニ

ーでありますセコム㈱の取締役としての経営及び当社業界に関する豊富な経験と実績を有していることから、当社グループの経営監
督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待して社外取締役に選任をお願いする
ものであります。

セコム㈱は、当社発行済株式総数の25.5％（議決権割合27.4％）を有する関係会社であり、当社は同社の持分法適用会社でありま
す。なお、同氏を含めた複数の社外取締役、社外監査役が取締役会に加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役会
の活性化につながるものと期待しております。当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

９

ふ く お か の り ゆ き

福 岡 規 行

(1960年９月７日生)

1987年２月 セコム㈱入社

─株

1991年４月 同社 東京第二統轄本部 荻窪支社 支社長
1997年４月 同社 東京事業部 第22営業グループ グループリーダー
2003年３月 同社 東京本部 第３営業部 部長
2006年４月 同社 東京本部 第４営業部 部長
2006年11月 同社 東京本部 第３営業部 部長
2009年６月 同社 神奈川本部 本部長
2012年６月 セコムジャスティック㈱ 代表取締役社長（出向）
2015年６月 セコム㈱執行役員 兼 本社 業務本部 本部長
2017年６月 同社 執行役員 兼 神奈川本部 本部長
2020年10月 同社 執行役員 兼 大阪本部 本部長（現任）
2020年10月 セコムスタティック関西㈱ 代表取締役社長（現任）
2021年６月 当社 取締役（現任）

現在に至る

【再任】【社外取締役】【独立役員】【取締役会出席状況：９回中９回出席（出席率：100%）】

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
福岡規行氏は、警備業界のリーディングカンパニーでありますセコム㈱での事業部門や同社グループ会社での代表取締役として培

われた経営及び、業界における知識、豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る
意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を期待して社外取締役に選任をお願いするものであります。
セコム㈱は、当社発行済株式総数の25.5％（議決権割合27.4％）を有する関係会社であり、当社は同社の持分法適用会社でありま

す。なお、同氏を含めた複数の社外取締役、社外監査役が取締役会に加わることにより、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役会
の活性化につながるものと期待しております。当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
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(注) １．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 取締役候補者、諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、栗原達司、福岡規行の各氏は、社外取締役候補者であります。

３．独立性並びに責任限定契約について

(1) 候補者の独立性について

取締役候補者、諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、栗原達司、福岡規行の各氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独

立役員の候補者であります。

(2) 候補者との責任限定契約について

当社は、現在、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう取締役（業務執行取締役等であるものを除く）

との間で、当社の定款に基づき、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

なお、諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、栗原達司、福岡規行の各氏の再任が承認された場合は、当社は各氏との間の

上記内容の責任限定契約を継続する予定であります。

４．役員等賠償責任保険契約の締結について

当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訴費用

等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることに

なります。また、次回更新時には、同程度の内容での更新を予定しています。
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当社取締役の「取締役選任基本方針」、「取締役選任基準」、「スキル・マトリックス」は以下のとおりであ

ります。

〈取締役選任基本方針〉

当社グループの持続的な発展と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物を取締役とすることを基本方

針とする。

〈取締役選任基準〉

次の資質を有する者を取締役として選任する。

① 取締役としての人格、見識に優れ、高い倫理観を有しているもの。

② 当社グループの経営理念を理解し、中長期的な企業価値向上に資する経験と以下の専門性を有し

ているもの。

・経営者としての経験を有しているもの。

・財務、会計に精通しているもの。

・法務、リスクマネジメント面に精通しているもの。

・当社業界に精通しているもの。

・テクノロジー・ＩＴ等のシステム面に精通しているもの。

・経営戦略、グループ経営に精通しているもの。

・その他、当社経営に関する専門的知識を有しているもの。

③ 当社グループの置かれた経営課題を的確に把握し、解決に向けた行動、意見具申ができるもの。

④ 会社法第331条に定める取締役の欠落事由に該当しないもの。

⑤ 警備業法第３条欠落要件に該当しないもの。
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スキル・マトリックス

経営者経験 財務・会計
法務

リスクマネジメント
当社業界
の知見

テクノロジー
ＩＴ

経営戦略
グループ経営

田中 卓 代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○ ○

池田 博之 代表取締役 ○ ○ ○ ○ ○

佐藤 洋誓 取締役（社内） ○ ○ ○ ○

岩城 勝広 取締役（社内） ○ ○ ○

諸島 伸治 取締役（社外） ○ ○ ○ ○ ○

稲田 浩二 取締役（社外） ○ ○ ○ ○ ○

中川 正浩 取締役（社外） ○ ○

栗原 達司 取締役（社外） ○ ○ ○ ○

福岡 規行 取締役（社外） ○ ○
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スキル・マトリックス各項目の選定理由

◆ 各スキルについては、当社の現在及び将来の戦略に必要な経験やスキルに基づき選定しており、各理由は記

載のとおりです。

スキル項目 選 定 理 由

経営者経験

目まぐるしく変化する経済及び経営環境において、迅速且つ的確に経営判断を行って

いくためには、多種多様な経験や考え方を取り入れ、補完するための経営者経験を持

つ取締役が必要である。

財務・会計

正確な財務報告、会計処理に加え、強固な財務基盤を構築し、持続的な企業価値向上

に向けた成長戦略・投資戦略の推進と安定的な株主還元を実現する財務戦略の策定に

は、財務・会計分野における知識・経験を持つ取締役が必要である。

法務
リスクマネジメント

当社事業は、警備業法、貨物自動車運送事業法等、数多くの法規制を受けており、ま

た適切なガバナンス体制の確立には、法務に加えリスクマネジメントにおける知識・

経験を持つ取締役が必要である。

当社業界の知見
当社経営に対する理解、経営判断、事業戦略の構築には、当社固有の業界専門知識・

経験を持つ取締役が必要である。

テクノロジー
ＩＴ

当社事業にとって監視システム等、重要なシステムを保有しており、また今後ＤＸ推

進による高品質な警備ビジネスの展開を行うには、テクノロジー、ＩＴにおける知

識・経験を持つ取締役が必要である。

経営戦略
グループ経営

会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上については、事業環境の変化を的確

に捉えた経営戦略の策定、及びグループシナジー実現による総合ビル管理事業の拡大

には、経営戦略、グループ経営における知識・経験を持つ取締役が必要である。
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第４号議案 監査役２名選任の件

監査役辻 康弘、日下部 功の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては監査

役２名の選任をお願い致したいと存じます。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

１

つ じ や す ひ ろ

辻 康 弘

(1963年１月29日生)

1985年３月 セコム㈱入社

─株

1986年５月 海外留学（Univ. of Bridgeport MBA取得）

2005年８月 ジャパンケーブルネット㈱担当部長（出向）

2012年６月 セコムホームライフ㈱執行役員 経営企画室長（出向）

2012年11月 ㈱ザ・ウインザー・ホテルズインターナショナル 代表取締

役社長（出向）

2014年７月 セコム㈱本社 総合企画担当役員付 担当部長

2015年４月 同社本社 グループ運営監理部 部長（現任）

2015年６月 セコム上信越㈱ 監査役（現任）

2018年６月 当社 監査役（現任）

2018年６月 セコム損害保険㈱ 監査役（現任）

2021年５月 セコム高知㈱ 監査役（現任）

2021年６月 日本原子力防護システム㈱ 監査役（現任）

現在に至る

【再任】【社外監査役】【独立役員】【取締役会出席状況：11回中11回出席（出席率：100%）】

【監査役会出席状況：８回中８回出席（出席率：100%）】

【社外監査役候補者とした理由】

辻 康弘氏は、警備業界のリーディングカンパニーでありますセコム㈱のグループ運営監理部門及び同社のグループ会社での監査

役としての専門的な知識、出向先での経営者としての経験等を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査役候補者と

して選任をお願いするものであります。当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

なお、セコム㈱は、当社発行済株式総数の25.5％（議決権割合27.4％）を有する関係会社であり、当社は同社の持分法適用会社で

あります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当 社 の 株 式 数

２

は ま だ せいいちろう

浜 田 誠一郎

(1969年１月24日生)

1993年４月 関西電力㈱ 入社

─株

2011年６月 同社 経営改革・IT本部 ビジネス構造改革推進グループ

マネジャー

2013年６月 同社 経営改革・IT本部 ビジネス構造改革推進グループ

チーフマネジャー

2015年６月 同社 調達本部 調達改革推進グループ

チーフマネジャー

2017年６月 同社 人財・安全推進室附

㈱ケイ・オプティコム出向

2019年４月 同社 ＩＴ戦略室附

㈱オプテージ出向

2020年６月 当社 取締役（現任）

2020年６月 関西電力㈱ 経営企画室

グループ事業担当室長 イノベーション担当室長（現任）

現在に至る

【新任】【取締役会出席状況：11回中11回出席（出席率：100%）】

【監査役候補者とした理由及び期待される役割】
浜田 誠一郎氏は、地元関西の有力企業であります関西電力㈱での事業戦略、情報通信事業、ＩＴ分野等に関する専門的知識、豊

富な経験等を有しており、また当社社外取締役として本総会終結の時をもって２年就任しており、当社に対する理解を十分有してい
ることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査役候補者として選任をお願いするものであります。

(注) １．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．監査役候補者、辻 康弘氏は、社外監査役候補者であります。

辻 康弘氏は、セコム㈱グループ運営監理部部長であります。当社は同社の持分法適用会社となっており、親会社等（そ
の他の関係会社）に該当しています。また、当社は同社との間で取引関係があります。

３．監査役候補者、浜田 誠一郎氏は、監査役（非常勤）候補者であります。
浜田 誠一郎氏は、関西電力㈱経営企画室、グループ事業担当室長、イノベーション担当室長であります。なお、同氏は
本総会終結のときをもって当社の取締役を退任されます。

４．独立性並びに責任限定契約について
（１）候補者の独立性について

監査役候補者、辻 康弘氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
（２）候補者との責任限定契約について

当社は、現在、監査役として有能な人材を迎えることができるよう監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範
囲に限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく責任の限度額は、400万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とし
ております。
なお、社外監査役（非常勤）候補者辻 康弘の選任が承認された場合は、上記内容の責任限定契約を継続する予定で
あります。また監査役（非常勤）候補者浜田 誠一郎氏の選任が承認された場合は、上記内容の責任限定契約を締結
する予定であります。

５．役員等賠償責任保険契約の締結について
当社は、監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訴費用
等の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被
保険者に含められることになります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しています。
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第５号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願い致し

たく、その候補者は次のとおりであります。

本議案は、現社外監査役の藤田正博氏、尼木 始氏、社外監査役候補者辻 康弘氏、監査役（非常勤）候

補者浜田 誠一郎氏の４名の補欠として、選任をお願いするものであります。監査役として就任した場合

は、その任期は前任者の残存期間とします。

また、本決議の効力は次回定時株主総会開始のときまでとしますが、監査役就任前に限り、監査役会の同

意を得たうえで、取締役会の決議により取り消すことができるものと致します。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

ま え な か きよし

前 中 潔

(1950年７月19日生)

1974年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行

700株

2002年４月 同行執行役員システム企画部長

2003年３月 ㈱りそな銀行執行役員システム部長

2003年６月 同行執行役システム部長

2004年３月 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱入社

2005年６月 ㈱ＤＡＣＳ代表取締役社長

2013年４月 同社相談役

2014年４月 同社顧問

2015年４月 ㈱トーホー社外取締役

2019年５月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン社外取締役（現任）

現在に至る

【社外監査役】【独立役員】

【補欠の社外監査役候補者とした理由】

前中 潔氏は、金融機関、事業会社等での経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を

期待し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

(注) １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。

当社は、候補者が社外監査役に就任した場合には、東京証券取引所が定める上場規程に基づく独立役員として指定する予

定であります。また 当社は、監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる

損害賠償金・争訴費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者が社外監査役に就任した場合

には、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定してい

ます。

候補者は、過去に当社の主要取引先である㈱りそな銀行の業務執行者であったことがあります。同氏の当該会社における

過去の業務執行者としての略歴等につきましては、「略歴、地位及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。

３．候補者との責任限定契約について

当社は、監査役との間で、当社の定款に基づき当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく責任の限度額は、400万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額としてお

ります。

なお、補欠監査役候補者前中 潔氏が社外監査役に就任した場合、同氏と上記内容の責任限定契約を締結する予定であり

ます。
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第６号議案 社外取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬限度額は金銭報酬として2007年６月27日開催の第43期定時株主総会において、年額

300百万円以内（うち社外取締役30百万円以内、但し、使用人部分は含まない。）と決議をいただいており、

また、非金銭報酬等として支給しております株式報酬限度額は2018年６月21日開催の第54期定時株主総会に

おいて、取締役（社外取締役を除く）に対し年額50百万円以内と決議をいただき今日に至っております。

この度、社外取締役が求められる経営に対する関与、責任、負担が一層重くなってきていること、並びに

優秀な人材の獲得と維持を図るため、金銭報酬としての取締役の報酬額のうち社外取締役分を年額50百万円

以内と改定することにつきご承認をお願いするものであります（取締役全体の報酬額（年額）は変更せず、

社外取締役分のみ増額するものであります）。取締役の報酬限度額（年額）には、従来どおり使用人兼務取

締役の使用人分給与は含まないものと致したく存じます。

また、本議案における社外取締役の報酬額の上限は、指名報酬委員会にて審議を行ったうえで、当該委員

会の答申をもとに、取締役個人別報酬の額及び算定方法の決定権限を有する各取締役により構成される取締

役会において整合性も含め審議し、決定されたものであることから、決定方針に沿うものであり相当である

と考えております。

なお、現在の取締役は12名（うち社外取締役７名）でありますが、第３号議案が原案どおり承認可決され

ますと、取締役は９名（うち社外取締役は５名）となります。

以 上
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（添付書類）
事 業 報 告

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)の影響により、緊急事

態宣言や、まん延防止等重点措置が繰り返し実施され、また世界的な半導体不足による影響もあった中で、新型

コロナワクチン接種の進捗により回復傾向にあったものの、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、先行

きは再び不透明な状況となりました。

当警備業界におきましては、半導体不足による機器販売への影響等はありましたが、無観客となったものの延

期されていた東京オリンピック・パラリンピックの開催や、再開されつつある各種イベント、継続的に行われて

いる都市開発への警備ニーズに加え、新型コロナワクチン接種会場の警備等、新たなビジネス機会もありまし

た。

このような経営環境の中、当社グループは第11次中期経営計画（2019年４月から2022年３月まで）の最終年度

として、「変革への持続的挑戦」をスローガンに高い収益性と成長力を目指し、「環境変化、技術革新への挑戦」、

「収益構造の変革（骨格、体質の改革）」、「ブランド（企業価値）の創造」への取り組みを行いました。

年度期間（2021年４月１日から2022年３月31日）中の主な取り組みは、以下のとおりです。

① 戦略投資

・2021年８月に京都府長岡京市に投資用不動産としてレジデンス１棟を購入し、不動産事業の更なる強化

を行いました。

② 新サービスの取扱開始

・スマートフォンを使って、いつでもどこからでも警備の操作ができる新サービス「ＴＥＣ－ＳＭＡＲ

Ｔ」の取り扱いを開始致しました。警備の利用が初めての方でも安心して導入できる低価格なパッケー

ジプランを用意し、利用顧客の裾野拡大を推進しております。

③ 連結子会社間の吸収合併を公表

・2022年４月１日を効力発生日として、当社完全子会社であるテックビルサービス㈱（新社名：東洋テッ

クビルサービス株式会社）を存続会社とし、同じく当社完全子会社である共同総合サービス㈱、森田ビ

ル管理㈱、㈱明成を消滅会社とする吸収合併を公表致しました。合併目的としては、各社が有するスキ

ル、ノウハウ、人的資源を一元管理並びに有効活用し、より付加価値の高いサービスを提供すること

で、ビル管理事業を一層強化するためです。

④ 東京オリンピック・パラリンピックへの対応

・74名（延べ人数1,310名）の警備従事者を派遣し、安全なオリンピック運営に貢献致しました。オリン

ピック会場においては、会場警備全体のコントロール等の統括業務も担ったことから、当該経験を今後

の大阪・関西万博等の大型国際イベントに向け活かしてまいります。

⑤ 新型コロナワクチン大規模接種会場警備等

・新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)によるマイナスの影響もあった一方で、新型コロナワク

チン大規模接種会場警備や、消毒作業等のプラス要因もありました。

以上のような取り組みにより、当連結会計年度における当社グループの業績は次のとおりとなりました。
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前年度に比べ新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)の影響が限定的であったことや、コロナワクチ

ン関連の受注や新規先獲得が寄与したこともあり、売上高合計は、274億65百万円、前期比14億64百万円、5.6

％の増、11期連続の増収となりました。

利益面では、上記のとおり増収となったことや、コストコントロール、値上げに取り組んだことで、ビル管

理事業が増益となったこと、また、不動産事業も大口販売用不動産の売却で増益となったことから、営業利益

は８億48百万円、前期比１億51百万円、21.8％の増益、経常利益は８億95百万円、前期比47百万円、5.6％の

増益、となりました。投資有価証券売却益15億４百万円を特別利益に、訴訟解決のための和解金14億３千万

円、本社隣接建物の取壊し費用67百万円、訴訟弁護士費用41百万円等を特別損失に計上しました。これによ

り、親会社株主に帰属する当期純利益は、４億59百万円、前期比１億１百万円、18.1％の減益となりました。

連結売上高 274億65百万円
(前期比5.6％増)

連結営業利益 ８億48百万円
(前期比21.8％増)

連結経常利益 ８億95百万円
(前期比5.6％増)

親会社株主に
帰属する当期純利益

４億59百万円
(前期比18.1％減)

事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。

（警備事業）

新規先獲得やコロナワクチン接種会場警備・東京オリンピック・パラリンピック警備で常駐警備が伸長し、

機械警備も４期ぶりに増収に転じました。前年度は苦戦しておりました工事機器販売も復調しましたが、一方

で、収益性の高い金融機関のＡＴＭ管理業務が減少したこと等によりセグメント利益は微減となりました。

その結果、警備事業の売上高は、177億14百万円（前期比５億12百万円、3.0％の増収）、セグメント利益は

２億10百万円（前期比13百万円、6.2％の減益）となりました。

（ビル管理事業）

前年度に比べ新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)関連影響は限定的で、新規受注や大規模修繕工

事の受注、コロナワクチン接種会場の消毒清掃等もあり、全般的に好調に推移しました。

ビル管理事業の売上高は、89億68百万円（前期比６億66百万円、8.0％の増収）、セグメント利益は３億11百

万円（前期比76百万円、32.5％の増益）となりました。

（不動産事業）

大口販売用不動産の売却や、新たな収益物件の購入がありました。不動産賃貸も引き続き堅調に推移してお

ります。

その結果、不動産事業の売上高は、７億82百万円（前期比２億85百万円、57.2％の増収）、セグメント利益

は２億59百万円（前期比80百万円、44.8％の増益）となりました。
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17,201

8,301

17,714

8,968

事業のセグメント別売上高 (単位：百万円）

区 分
前連結会計年度 当連結会計年度 前期比増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減(△)率

警 備 事 業 17,201 66.2％ 17,714 64.5％ 512 3.0％

ビ ル 管 理 事 業 8,301 31.9 8,968 32.6 666 8.0

不 動 産 事 業 497 1.9 782 2.9 285 57.2

合 計 26,000 100.0 27,465 100.0 1,464 5.6

(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

事業のセグメント別利益 (単位：百万円）

区 分
前連結会計年度 当連結会計年度 前期比増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減(△)率

警 備 事 業 224 32.2％ 210 24.8％ △13 △6.2％

ビ ル 管 理 事 業 235 33.8 311 36.7 76 32.5

不 動 産 事 業 179 25.7 259 30.5 80 44.8

調 整 額 58 8.3 67 8.0 9 15.5

合 計 697 100.0 848 100.0 151 21.8

(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は、16億93百万円であります。

この主な内訳は、土地３億51百万円、建物及び構築物に２億97百万円、機械警備において警備先へ設置する

機械装置等に８億69百万円、工具器具備品に92百万円、ソフトウェアに80百万円等であります。
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(3) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

期 別

区 分

2019年
３ 月 期

2020年
３ 月 期

2021年
３ 月 期

2022年
３ 月 期

(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 23,233 24,842 26,000 27,465

経 常 利 益 (百万円) 1,204 1,253 848 895

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(百万円) 705 861 560 459

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

66 83 82 57 53 67 43 61

総 資 産 (百万円) 30,868 29,881 32,133 29,879

純 資 産 (百万円) 20,811 20,845 21,749 20,446

(注) 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づいて算出しており、従業員持株会支援信託

（以下、「ＥＳＯＰ信託」といいます。）が保有する当社株式も期中平均株式数より控除する自己株式に含めております。
3. 当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用しており、当連結会計

年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。
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② 当社の財産及び損益の状況

期 別

区 分

第55期
2019年
３ 月 期

第56期
2020年
３ 月 期

第57期
2021年
３ 月 期

第58期(当期)
2022年
３ 月 期

売 上 高 (百万円) 16,952 16,859 16,743 17,304

経 常 利 益 (百万円) 972 692 476 530

当 期 純 利 益 (百万円) 614 396 387 272

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

58 14 38 02 37 10 25 90

総 資 産 (百万円) 28,753 26,802 28,499 25,887

純 資 産 (百万円) 19,814 19,441 19,965 18,529

(注) 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づいて算出しており、ＥＳＯＰ信託が保有す

る当社株式も期中平均株式数より控除する自己株式に含めております。
3. 当事業年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用しており、当事業年度の財

産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。
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(4) 対処すべき課題

当社グループでは、2019年度を初年度とする第11次中期経営計画《2019年４月１日～2022年３月31日》を策定

し、「変革への持続的挑戦」をスローガンに高い収益性と成長力を目指し取り組んでまいりました。当該計画期

間における実績は以下のとおりであります。

◆第11次中期経営計画（2019年４月１日～2022年３月31日）

〈スローガン〉変革への持続的挑戦

〈実績〉

2022年３月期
計画

2020年３月期
実績

2021年３月期
実績

2022年３月期
実績

連 結 売 上 高 270億円 248億円 260億円 275億円

連結経常利益 ９億円 12億円 ８億円 ９億円

戦 略 投 資 額
計画期間総額

90億円
(当期累計)

14億円
(当期累計)

25億円
(計画期間累計)

32億円

配 当 方 針 還元の拡充
中間15.00円
期末15.00円
年間30.00円

中間15.00円
期末15.00円
年間30.00円

中間15.00円
（予想）期末15.00円
（予想）年間30.00円

（注）2020年３月実績、2021年３月実績、2022年３月実績は、小数点第１位を四捨五入しております。
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〈第11次中期経営計画期間中戦略投資内訳〉

2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期

Ｍ ＆ Ａ 森田ビル管理㈱
㈱新栄ビルサービス

㈱明成
─

資 本 提 携 １社 ２社 １社

投 資 不 動 産 ─ ─ レジデンス１棟

営 業 戦 略
東大阪センター建築
画像監視センター構築

─

また、当社グループでは、2022年度を初年度とする第12次中期経営計画《2022年４月１日～2025年３月31日》

を策定し、以下の課題へ取り組んでおります。

◆第12次中期経営計画（2022年４月１日～2025年３月31日）

当社グループでは、第11次中期経営計画に続き、第12次中期経営計画《2022年４月１日～2025年３月31日》を

策定し、「構造改革への挑戦」をスローガンに、引き続き高い収益性と成長力を目指し取り組んでおります。計

画の概要は、以下のとおりです。
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◆働き方改革への取り組み

当社グループの働き方改革への取り組みとしては、「連続休暇制度」、「ミニ休暇制度」、「半日休暇制度」、「リ

フレッシュ休暇制度」等の休暇制度の充実と休暇取得の促進、企業主導型保育所との提携等の取り組み等によ

り、日本次世代企業普及機構（通称:ホワイト財団）が運営するホワイト企業認定を、2021年６月に取得しまし

た。ホワイト企業認定とは、労働法の遵守や健康経営などの７つの項目を総合的かつ客観的に評価する認定制度

であり、当社は５段階の最上位ランクであるプラチナランクの認定を受けております。また経済産業省、日本健

康会議による「健康経営優良法人認定制度」における健康経営優良法人にも2019年度以降、継続して認定されて

おります。

その他取り組みとしましては、豊富な知識と職業経験を有した社内の先輩が、新入社員に対して、業務上のみ

ならずキャリア形成なども含めた幅広い支援活動を行うメンター制度を導入し、人材育成、社員の定着率向上に

も取り組んでおります。

このような取り組みにより、今後も、当社グループでは、「人・街・未来をまもる」使命とともに、従業員の

健康をまもり、心身ともに健康で活き活きと働くことができるよう、従業員の健康づくりに積極的に取り組んで

まいります。

また、2017年11月には大阪市による「女性活躍リーディングカンパニー」の認証を受けております。この「女

性活躍リーディングカンパニー」とは、女性の登用や女性が働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいる企

業に対し、大阪市が一定の基準をもとに認証する制度です。

当社は年休取得推進施策や育児関連施策を積極的に実施していることが認められ「二つ星認証企業」(２段階

の認証レベルの上位ランク)に認定されております。
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◆サステナビリティへの取り組み

代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティに関する取り組みの全社

的な検討・推進を行っております。
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◆新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)への取り組み

東洋テックグループでは、新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)への取り組みとして、以下の対応を

行い、お客様へのサービス品質維持並びに、従業員の安全を第一に考え、厚生労働省の指針、大阪府等の行政の

要請に準じ、感染拡大防止に向けた取り組みを行っております。

１．管理体制

・2020年１月31日にＢＣＰ（パンデミック）発動により対策組織を立上げ。

・管理本部経営統括部に管理機能を一元化し、スピーディな感染予防措置を構築。

２．社内体制

・社員へのマスク配布、消毒スプレーの配置等、予防策の構築を実施。

・密室及び長時間の会議禁止、Ｗｅｂ会議の導入、出張禁止、テレワーク、時差出勤、交代勤務、食堂の

利用人数制限等による３密（密閉、密集、密接）の禁止を徹底。

・重症化リスクの高い社員に対する特別休暇付与。

・執務スペース、会議スペース、食堂スペース等における座席間へのアクリル板設置による飛沫感染防止

対策の実施

・玄関、執務室入り口等への検温装置の設置

・本社受付への受付ロボットの導入 他

３．現場対応

・マスク、手袋の着用徹底。

・コールセンター、監視センターの拠点分散、カーテン設置。

・勤務交代時の引継ぎの接触を禁止し、ＩＰａｄ、電話、ノートの活用を実施。

・集中待機所の分散勤務を実施。

・警乗ペア、及び派遣隊ごとの勤務員の固定化により濃厚接触機会を極小化。

・事務机間にパーテーション設置。 他

当社グループはこれらへの取り組みを実現すべく、東洋テックグループの役職員が一丸となって努力してまい

る所存であります。

また、ステークホルダーとの対話の充実、株主還元の拡充、連続増収増益への挑戦を行ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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(5) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主な事業内容

株 式 会 社 東 警 サ ー ビ ス 10百万円 100.0 ％ 警 備 事 業

東 洋 テ ッ ク 姫 路 株 式 会 社 50 100.0 警 備 事 業

テックビルサービス株式会社 50 100.0 ビ ル 管 理 事 業

株 式 会 社 大 阪 フ ジ サ ー ビ ス 15 100.0 ビ ル 管 理 事 業

共 同 総 合 サ ー ビ ス 株 式 会 社 30 100.0 ビ ル 管 理 事 業

テ ッ ク 不 動 産 株 式 会 社 50 100.0 不 動 産 事 業

森 田 ビ ル 管 理 株 式 会 社 10 100.0 ビ ル 管 理 事 業

株 式 会 社 新 栄 ビ ル サ ー ビ ス 10 100.0 ビ ル 管 理 事 業

株 式 会 社 明 成 12 100.0 ビ ル 管 理 事 業

（注）2022年4月1日を効力発生日として、テックビルサービス株式会社を存続会社に、共同総合サービス株式会社、森田ビル管理株
式会社及び株式会社明成の３社を吸収合併し、テックビルサービス株式会社の商号を東洋テックビルサービス株式会社に変更
しております。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(6) 主要な事業内容

事 業 区 分 事 業 内 容

警 備 事 業 機械警備業務、輸送警備業務、常駐警備業務、ＡＴＭ管理業務、工事・機器販売

ビ ル 管 理 事 業 ビル総合管理業務、清掃業務

不 動 産 事 業 不動産賃貸業務、不動産仲介業務、不動産販売業務
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(7) 主要な営業所

① 当 社

本 社 大阪市浪速区桜川一丁目７番18号

本 社 営 業 部 大阪市西区南堀江一丁目４番19号なんばスミソウビル６階

関 東 地 区 東 京 支 社 東京都文京区

東 海 地 区 名 古 屋 支 社 名古屋市東区

近 畿 地 区

京 都 支 社 京都市中京区

神 戸 支 社 神戸市東灘区

大 阪 北 支 社 大阪府吹田市

大 阪 南 支 社 堺市堺区

大 阪 東 支 社 大阪府門真市

奈 良 支 社 奈良県奈良市

② 子会社

株 式 会 社 東 警 サ ー ビ ス 本 社 大阪市中央区

東 洋 テ ッ ク 姫 路 株 式 会 社 本 社 兵庫県姫路市

テックビルサービス株式会社

本 社 大阪市中央区

東 京 支 店 東京都文京区

名 古 屋 支 店 名古屋市東区

株 式 会 社 大 阪 フ ジ サ ー ビ ス 本 社 大阪市中央区

共 同 総 合 サ ー ビ ス 株 式 会 社 本 社 大阪市阿倍野区

テ ッ ク 不 動 産 株 式 会 社 本 社 大阪市中央区

森 田 ビ ル 管 理 株 式 会 社 本 社 大阪市中央区

株 式 会 社 新 栄 ビ ル サ ー ビ ス

本 社 兵庫県姫路市

神 戸 支 店 神戸市中央区

大 阪 支 店 大阪市淀川区

株 式 会 社 明 成 本 社 奈良県大和高田市

（注）2022年4月1日を効力発生日として、テックビルサービス株式会社を存続会社に、共同総合サービス株式会社、森田ビル管理株
式会社及び株式会社明成の３社を吸収合併し、テックビルサービス株式会社の商号を東洋テックビルサービス株式会社に変更
しております。
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(8) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況

区 分 従業員数 前期末比増減

男 性 1,373名 (減) 6名

女 性 246 (減) 14

合 計 1,619 (減) 20

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（1,926名）は上記に含めておりません。

② 当社の従業員の状況

区 分 従業員数 前期末比増減 平均年令 平均勤続年数

男 性 915名 (増) 8名 45.0才 12.1年

女 性 157 (減) 6 34.0 8.1

合計又は平均 1,072 (増) 2 43.0 12.0

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（86名）は上記に含めておりません。
2. 平均年令、平均勤続年数は、それぞれ小数点以下第２位を切り捨てて表示しております。

(9) 主要な借入先及び借入額

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 （注） 1,978百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,100

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 850

計 3,929

(注) 上記の借入額は社債及び、ＥＳＯＰ信託の導入のために設定された専用信託口が当社株式を取得するための原資として借入を
行った金額を含んでおります。ＥＳＯＰ信託に係る専用信託口は会計処理上当社と一体であるとの処理をしているため、ここ
に含めております。
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2. 会社の株式に関する事項

(1) 発 行 可 能 株 式 総 数 20,800,000株

(2) 発 行 済 株 式 の 総 数 10,654,184株（自己株式785,816株を除く。）

(3) 株 主 数 1,500名（前期末比63名増）

(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

セ コ ム 株 式 会 社 2,914,100株 27.4％

関 西 電 力 株 式 会 社 1,535,900 14.4

株 式 会 社 デ ィ ー ・ ケ イ 455,000 4.3

株式会社日本カストディ銀行(りそな銀行再信託分・株式会社関西みらい銀行退職給付信託口) 451,090 4.2

株 式 会 社 り そ な 銀 行 400,000 3.8

東 洋 テ ッ ク 従 業 員 持 株 会 336,035 3.2

Ａ Ｉ Ｇ 損 害 保 険 株 式 会 社 335,210 3.1

株 式 会 社 ユ ニ テ ッ ク ス 263,000 2.5

セ ン ト ラ ル 警 備 保 障 株 式 会 社 241,700 2.3

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 204,980 1.9

(注) 1. 当社は、自己株式785,816株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。また、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
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(5)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当社は、2018年５月10日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役（以下、「対象取締役」

といいます。）に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役及

び取締役を兼務しない執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本

制度」といいます。）を導入することを決議し、また、2018年６月21日開催の第54期定時株主総会において、

本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額

50百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として10年間から30年間ま

での間で当社の取締役会があらかじめ定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。

これに伴い当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

区分 株式数 交付対象者

取締役（社外取締役を除く。） 26,000株 ５名

社外取締役 ─株 ─名

監査役 ─株 ─名

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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4. 会社の役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等 (2022年３月31日現在)

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

会 長(代表取締役) 田 中 卓 テックビルサービス株式会社 取締役会長

社 長(代表取締役) 池 田 博 之 エレコム株式会社 取締役

取 締 役
常 務 執 行 役 員

佐 藤 洋 誓
営業本部長
株式会社新栄ビルサービス 代表取締役社長

取 締 役
常 務 執 行 役 員

岩 城 勝 広 ＤＸ本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長

取 締 役 村 上 正 年
共同総合サービス株式会社 代表取締役社長
テックビルサービス株式会社 代表取締役社長

取 締 役 諸 島 伸 治 株式会社ランドコンピュータ 相談役

取 締 役 稲 田 浩 二
関西電力株式会社 取締役 代表執行役副社長
日本原燃株式会社 取締役

取 締 役 中 川 正 浩 大樹生命保険株式会社 顧問

取 締 役 栗 原 達 司
セコム株式会社 取締役
セコム健康保険組合 理事長

取 締 役 松 田 浩 司
セコム株式会社 兵庫本部 本部長
日本安全警備株式会社 取締役
セコムスタティック関西株式会社 取締役

取 締 役 浜 田 誠一郎
関西電力株式会社 経営企画室

グループ事業担当室長 イノベーション担当室長

取 締 役 福 岡 規 行
セコム株式会社 執行役員 兼 大阪本部本部長
セコムスタティック関西株式会社 代表取締役社長

常 勤 監 査 役 藤 田 正 博

監 査 役 尼 木 始

監 査 役 辻 康 弘

セコム株式会社 本社 グループ運営監理部 部長
セコム上信越株式会社 監査役
セコム損害保険株式会社 監査役
セコム高知株式会社 監査役
日本原子力防護システム株式会社 監査役

監 査 役 日下部 功 株式会社日本ネットワークサポート 常任監査役

(注) 1. 取締役、諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、栗原達司、松田浩司、浜田誠一郎、福岡規行の各氏は社外取締役であります。
2. 監査役、藤田正博、尼木始、辻康弘、日下部功の各氏は社外監査役であります。
3． 当社は、取締役 諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、栗原達司、松田浩司、浜田誠一郎、福岡規行の各氏並びに監査役藤田

正博、尼木始、辻康弘の各氏を株式会社東京証券取引所から確保が義務付けられている独立役員として同取引所に届出て
おります。

4. 2021年６月18日開催の第57期定時株主総会において、取締役岡本 豊、福満純幸の両氏が任期満了により退任され、岩城
勝広、福岡規行の両氏が新たに取締役に選任され、就任致しました。

5. 監査役である藤田正博氏は金融機関での経営者としての経験、尼木始氏は以前就任していた事業会社での監査役としての
経験、辻康弘氏は事業会社での監査役としての経験、日下部 功氏は事業会社での代表取締役社長としての経験が各々あ
り、各氏においては、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであります。
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(2) 事業年度中に退任した取締役

退任時の会社
における地位

氏 名
退任時の担当及び
重要な兼職の状況

退任日

取 締 役
常務執行役員

岡 本 豊 業務本部担当 2021年６月18日

取 締 役 福 満 純 幸 セコム株式会社 執行役員営業第二本部長 2021年６月18日

（注）１．取締役 岡本 豊氏は、任期満了による退任であります。

２．取締役 福満純幸氏は、任期満了による退任であります。

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役は、会社法第423条第１項に定める損害賠

償責任について、会社法第427条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任限度額は、善意で重大な過失がないときは、取締役（業務執行取締役等であるも

のを除く）につきましては、あらかじめ定めた金額又は法令が規定するいずれか高い額とし、また、監査役に

つきましては、４百万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定するいずれか高い額としております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の総額

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

ａ．報酬の決定に関する方針

当社取締役の報酬の決定方針については、透明性及び公平性を確保すべく以下の構成による任意の指

名報酬委員会にて審議し、その答申内容を踏まえ取締役会において決定しております。

（任意の指名報酬委員会構成）

構 成 社内取締役２名、社外取締役３名

委員長 社外取締役

その内容は、当社グループの持続的な成長、企業価値の向上、経営理念である「安心で快適な社会に

貢献」するように、以下のとおり、取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランス

の取れたものとすることにしています。

① 取締役報酬の構成

取締役報酬は、金銭報酬として基本報酬と業績連動報酬、及び株式報酬により構成しております。
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② 基本報酬の決定に関する方針

基本報酬については、第三者機関（コンサルティング）を活用することにより、報酬水準の客観

性、透明性を確保したうえで、職制上の地位、職務の内容、業績、社会情勢、コンプライアンスへ

の取り組み等を総合的に勘案し、決定しております。

③ 業績連動報酬の決定に関する方針

業績連動報酬については、第三者機関（コンサルティング）を活用することにより、報酬水準の客

観性、透明性を確保したうえで、業績、特に経営戦略上重視している連結経常利益を短期に加え中

長期的観点も勘案し、決定しております。なお業績連動報酬の算定式及び目標数値、構成比率は、

以下に記載のとおりです。

④ 株式報酬の決定に関する方針

株式報酬については、第三者機関（コンサルティング）を活用することにより、報酬水準の客観

性、透明性を確保したうえで、職制上の地位、職務の内容、業績、社会情勢等を総合的に勘案し、

決定しております。

ｂ．報酬等の内容が上記方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

第57期定時株主総会後（2021年6月18日）開催の取締役会にて、第58期事業年度における基本報酬の

報酬額を決定。また第58期事業年度中に支給する賞与、将来の役務提供の対価としての譲渡制限付株式

報酬を決定しております。なお取締役会での決定にあたり任意の指名報酬委員会へ諮問し、当該委員会

にて審議を行っていることから、取締役会が個人別の報酬等の内容が上記方針に沿うものであると判断

しております。指名報酬委員会については、第三者機関によるコンサル結果をもとに策定した報酬制度

であり、決定に際し透明性の確保がなされていることから、個人別の報酬等の内容が上記方針に沿うも

のであると判断しております。

ｃ．業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針並びに業績連動報酬にかかる指

標

当社の取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬により構成されており、その支給割合は

第三者機関（コンサル）を活用し策定しております。

金銭報酬
株式報酬

基本報酬 業績連動報酬

社内取締役 70％ 15％ 15％

社外取締役 100％ ─ ─

※上記の社内取締役の構成比率は、業績連動報酬の達成率が100％時の割合です。
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業績連動報酬にかかる指標及び達成率は以下のとおりです。

（業績連動報酬算定式）

役位別基準額×達成率

（目標数値、構成比率）

目標（ＫＰＩ） 目標数値 構成比率 実績値 達成率

連結経常利益 900百万円 70％
895百万円 95.7％

連結経常利益（過去５年間の平均値） 1,029百万円 30％

※目標達成率設定レンジ（70％～130％）

②取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 株式報酬

取締役
(うち社外取締役)

185百万円
（16百万円）

135百万円
（15百万円）

26百万円
（0百万円）

23百万円
（－）

９名
（３名）

監査役
(うち社外監査役)

18百万円
（18百万円）

18百万円
（18百万円）

－
（－）

－
（－）

２名
（２名）

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は2007年６月27日開催の第43期定時株主総会において、取締役10名（うち社外取締役３名）に対し月

額25百万円以内から年額による報酬体系に改め、年額300百万円以内（うち社外取締役30百万円以内、但し、使用人部分は
含まない。）にと決議をいただいております。また別枠で、非金銭報酬等として支給しております株式報酬限度額は2018年
６月21日開催の第54期定時株主総会において、取締役６名（社外取締役を除く）に対し年額50百万円以内と決議をいただ
いており、その内容は中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的
として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付しております。株主価値
の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役会で定めた地位のいずれも退任又は退
職する日までの期間としております。

3. 監査役の報酬限度額は2007年６月27日開催の第43期定時株主総会において、監査役４名に対し月額３百万円以内から年額
による報酬体系に改め、年額36百万円以内にと決議をいただいております。

4. 基本報酬には、当事業年度に係る業績連動報酬見込繰入額26百万円は含んでおりません。
5. 上記以外に無報酬の社外取締役が４名、社外監査役が２名おります。
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（5）補償契約の内容の概要

該当する補償契約はありません。

（6）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び「重要な子会社の状況」に記載の当社の子会社の取締役及び監査

役、執行役員（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規

定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因し

て、損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金及び争訴費用、及び被保険者に対してなされた損害賠

償請求により被保険者が被った損害を会社が補償（会社補償）することによって生ずる損害を当該保険契約

により保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。

なお、当該保険契約では、被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合、及び犯罪行為、不正行為、詐欺行

為又は法令、規則又は取締法規に違反することを認識しながら行った行為によって生ずる損害の場合は保険

契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行

の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(7) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

イ）取締役栗原達司氏は、セコム株式会社の取締役並びにセコム健康保険組合理事長であります。

取締役松田浩司氏は、セコム株式会社の兵庫本部本部長であります。

取締役福岡規行氏は、セコム株式会社の執行役員兼大阪本部本部長であります。監査役辻康弘氏は、セ

コム株式会社の本社グループ運営監理部部長並びにセコム上信越株式会社の監査役、セコム損害保険株

式会社の監査役、セコム高知株式会社の監査役、日本原子力防護システム株式会社の監査役であります。

セコム株式会社は、当社の主要株主であり、当社は同社の持分法適用会社となっております。

ロ）取締役稲田浩二氏は、関西電力株式会社の取締役代表執行役副社長並びに、日本原燃株式会社取締役で

あります。

取締役浜田 誠一郎氏は、関西電力株式会社の経営企画室グループ事業担当室長、イノベーション担当

室長であります。

関西電力株式会社は、当社の主要株主であり、同社のグループ企業である株式会社関電セキュリティ・

オブ・ソサイエティと当社との間で営業上の取引があります。

ハ）監査役日下部功氏は、株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティの元代表取締役社長であり、同

社は関西電力株式会社と当社が共同出資して設立した関電ＳＯＳホームセキュリティを運営する会社で

あります。当社は同社に76百万円（出資比率19.0％）の出資を行っております。

なお現在は、株式会社日本ネットワークサポート常任監査役であります。
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② 出席状況及び発言状況等

区 分 氏 名 出席状況及び発言状況等

社外取締役 諸 島 伸 治

当事業年度開催の取締役会には、11回全て(出席率：100%)に出席し、長
年に亘る㈱日立製作所グループでの経営者経験として、経営及びグルー
プ経営に関する豊富な経験と実績、及びテクノロジー・ITに関する専門
的知識・豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営監督
機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言、提言を行っております。
また当事業年度に開催された指名報酬委員会３回全て(出席率：100%)に
出席し、委員長を務めるとともに、ガバナンス強化のための助言、提言
を行っております。

社外取締役 稲 田 浩 二

当事業年度開催の取締役会には、11回のうち10回(出席率：91%)に出席
し、地元関西の有力企業である関西電力㈱の代表執行役副社長として、
経営及びグループ経営に関する豊富な経験と実績、及びシステム部門で
の勤務経験に基づくテクノロジー・ITに関する専門的知識等を有してい
ることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意
思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っておりま
す。
また当事業年度に開催された指名報酬委員会３回全て(出席率：100%)に
出席し、ガバナンス強化のための助言、提言を行っております。

社外取締役 中 川 正 浩

当事業年度開催の取締役会には、11回全て(出席率：100%)に出席し、過
去に会社経営に関与された経験はありませんが、警察庁での勤務経験に
基づく防犯、危機管理に加え、法律面においても専門的知識、豊富な経
験等を有していることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業
務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を
行っております。

社外取締役 栗 原 達 司

当事業年度開催の取締役会には、11回のうち10回(出席率：91%)に出席
し、長年にわたる日本銀行での勤務経験により、経済、金融面に精通し
ており、また警備業界のリーディングカンパニーでありますセコム㈱の
取締役としての経営及び当社業界に関する豊富な経験と実績を有してい
ることから、当社グループの経営監督機能の強化及び業務執行に係る意
思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っておりま
す。
また当事業年度に開催された指名報酬委員会３回全て(出席率：100%)に
出席し、ガバナンス強化のための助言、提言を行っております。

社外取締役 松 田 浩 司

当事業年度開催の取締役会には、11回全て(出席率：100%)に出席し、警
備業界のリーディングカンパニーでありますセコム㈱での豊富な経験、
知見を基に質問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥当性、適正性
を確保するための助言、提言を行っております。

2022年05月11日 20時26分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 41 ―

区 分 氏 名 出席状況及び発言状況等

社外取締役 浜 田 誠一郎

当事業年度開催の取締役会には、11回全て(出席率：100%)に出席し、関
西を代表する上場企業での経営セクション及びＩＴ面における豊富な経
験、知見から質問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥当性、適正
性を確保するための助言、提言を行っております。

社外取締役 福 岡 規 行

社外取締役就任後開催の取締役会には、９回全て(出席率：100%)に出席
し、警備業界のリーディングカンパニーでありますセコム㈱での事業部
門や同社グループ会社での代表取締役として培われた経営及び、業界に
おける知識、豊富な経験等を有していることから、当社グループの経営
監督機能の強化及び業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言、提言を行っております。

区 分 氏 名 出席状況及び発言状況等

社外監査役 藤 田 正 博

当事業年度開催の取締役会には、11回全て(出席率：100%)に出席し、主
に出身分野である金融機関を通じて培った豊富な経験、知見を基に質
問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するた
めの助言、提言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会８回全て(出席率：100%)に出席し、監
査結果等に関する重要事項等について意見交換、協議等を行っておりま
す。

社外監査役 尼 木 始

当事業年度開催の取締役会には、11回全て(出席率：100%)に出席し、主
に出身分野である金融機関を通じて培った豊富な経験、知見を基に質
問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するた
めの助言、提言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会８回全て(出席率：100%)に出席し、監
査結果等に関する重要事項等について意見交換、協議等を行っておりま
す。

社外監査役 辻 康 弘

当事業年度開催の取締役会には、11回全て(出席率：100%)に出席し、警
備業界のリーディングカンパニーでありますセコム㈱のグループ運営管
理部門及び同社のグループ会社での監査役、出向先での経営者としての
豊富な経験、知見を基に質問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥
当性、適正性を確保するための助言、提言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会８回全て(出席率：100%)に出席し、監
査結果等に関する重要事項等について意見交換、協議等を行っておりま
す。

社外監査役 日下部 功

当事業年度開催の取締役会には、11回全て(出席率：100%)に出席し、㈱
関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ元代表取締役社長としての豊富
な経験、知見を基に質問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥当
性、適正性を確保するための助言、提言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会８回全て(出席率：100%)に出席し、監
査結果等に関する重要事項等について意見交換、協議等を行っておりま
す。
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5. 会社の体制及び方針

業務の適正を確保するための体制

当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方として、以下の事項を決定しております。

(1) 当社及び当社グループの取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

当社グループは、従来の「東洋テックグループ経営理念」、「東洋テックグループ行動宣言」に加え、こ

れらを実現するためにより具体的な行動を定めた「東洋テックグループ行動指針」を制定し、これらを「東

洋テックグループＴＥＣ ＷＡＹ」と総称、グループ全社員の共通の価値観としています。また、「コンプラ

イアンス・マニュアル」をはじめとするコンプライアンス体制に係る各種規程を役職員が法令・定款及び社

会規範を遵守した行動をとるための行動規範として位置付けています。

また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を総括責任者として、

コンプライアンス体制に係る取り組みについて全社横断的に統括し、役職員に対し教育、指導を行っており

ます。その他、コンプライアンス研修の実施、ＴＥＣ ＷＡＹアンケートをグループ全社員に実施する等に

より、コンプライアンス遵守の体制を構築しております。

なお、執行部門から独立した内部監査部門である監査部は、当社グループ内におけるコンプライアンス

の取り組み状況について監査を行います。この監査結果は、定期的に経営会議に報告されるものとし、重大

な違反行為については、取締役会及び監査役会に報告致します。

法令上疑義のある行為等については、公益通報制度として「愛と正義の目安箱」を各箇所に設置、また、

電子メールや電話による専用ホットラインを設け、情報提供の運用を容易に行えるようにしています。その

他、社外の弁護士への書面、電話、電子メールによる通報制度（以下、「コンプライアンス・ホットライン」

といいます。）を設けています。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に不利益

がないことを確保しています。

なお、重要な通報等については、その内容と会社の対処状況・結果について、適切に役員・使用人に開

示し、周知徹底を図ることとしています。

(2) 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他重要な情報を、社

内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存し、且つ管理を行っております。

① 株主総会議事録とその関連資料

② 取締役会議事録とその関連資料

③ 経営会議議事録とその関連資料

④ 取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過及び記録又は指示事項とその関連資料

⑤ 取締役を決定者とする稟議書等決定書類及び付属書類

⑥ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
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(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「危機管理規程」の定めにより代表取締役社長を危機管理統括管理者とし、当社が事業活動を行

う中で不測の事態に直面した場合、被害の拡大を防止するとともに経営危機を回避するために行動しなけれ

ばならない基本的な枠組みを定めています。

代表取締役は、各本部長をリスク管理に係る危機管理責任者に任命し、危機管理責任者は緊急事態に際

し適切な対応行動を指揮し、また、関係職員を対象として教育、訓練を行い危機管理意識の高揚、維持を図

ります。

2016年10月からは、リスクマネジメントシステムを導入し、「リスクマネジメント規程」の定めにより、

当社の業務を行ううえで顕在化又は潜在化しているリスクに軽重をつけ「最重要リスク」、「重要リスク」、

「一般リスク」に分けて、そのリスクが発生した際の経営への影響度合いごとに管理しています。

また、その経営のどういったところに影響を与えるのかについても区分しており、株価や会社の存続に

影響を与えるリスクを「事業継続リスク」、事業資産を毀損する恐れのあるリスクを「資産保全リスク」、円

滑な業務運営と、収益確保に影響を与えるリスクを「業務運営リスク」として管理しています。

その他、発生頻度の観点も加えたリスクマップを策定し管理しています。

リスクマネジメント全般に亘る方針については、代表取締役社長を委員長としたリスクマネジメント委

員会を開催し、リスクの発生状況や対応状況を確認して決定しています。また取締役会へもリスクの発生状

況や対応状況について報告を行っています。

なお、大震災・水害発生時、パンデミック発生時に備えたＢＣＰの策定、防災訓練、防災用品、感染病

予防備品の備置等を行い、これらが発生した際には、適切な対応を図れる体制を整備しています。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、全社的な経営目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及

び会社の意思決定ルールに基づく効率的な達成のための方法を定めます。

取締役会は、各業務担当取締役に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め、改善を促すこ

ととし、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。また、取締役会実効性評価を行い、取締

役会の実効性向上を図っています。具体的には、実効性評価結果をもとに、以下の対応を行っています。

（対応事項）

・任意の指名報酬委員会の設置

・内部監査部門から直接、取締役会への報告を定期的に実施

・リスクマネジメントに関する報告を定期的に実施

・新任役員へのオリエンテーションを実施

・社内情報及び取締役会活動に役立つ情報、株主との対話状況等を「取締役会事務局通信」として、

毎月発信 他

また、取締役会の実効性向上並びに取締役の活動支援を強化するために、管理本部内にコーポレートガ
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バナンス部を、監査役会並びに監査役の活動支援を強化するために、監査役直轄の監査役室を設置しており

ます。

なお、意思決定と経営効率を向上させるため、取締役、執行役員が出席する経営会議を原則月２回開催

し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。

業務運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び各年度の運営方針、施策、予算を策

定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行します。

(5) 当社及び当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、常務執行役員管理本部長が関係会社の法令遵守体制、リスク管

理体制等関係会社の業務の適正を確保するための体制を統括します。

また、関係会社については監査部による業務監査を実施するとともに、関係会社の所管業務の運営体制

については、管理本部経営統括部が各社の自主性を尊重しながら、経営計画に基づいた施策や効率的な業務

運営体制についてサポートを行います。

関係会社の業務執行等の状況については、各社の取締役会へ定期的に報告するとともに、当社代表取締

役、各本部長、常勤監査役と関係会社取締役、執行役員及び所管部署である管理本部経営統括部との間で関

係会社会議を開催し、関係会社の問題点の把握と改善に努め、必要に応じて取締役会、監査役会に報告を行

っております。

(6) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する体制

当社は、監査役、監査役会の活動を支援するため、監査役室を設置し、１名の使用人を配置しています。

なお、当該使用人は、取締役の指揮命令は受けない体制となっております。

(7) 当社の取締役及び使用人等が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

当社の取締役及び使用人並びに関係会社の取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び

当社グループに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる

通報状況及びその内容を遅滞なく当社の監査役に報告するものとします。

また、当社は、監査役会への報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを行

うことを禁じます。

報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定す

る方法によります。

監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等重要

な会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求

めることができます。
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(8) 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査業務の実効性を高めるため、監査役全員を社外監査役とし、対外透明性を確保しています。

監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役の監査が実効的に行われる体制を

整備しています。

また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保する

とともに、監査役は監査部及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るものとし

ます。

また、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求

したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除

き、速やかに当該費用又は債務を処理します。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護士・公認

会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ

た場合を除き、その費用を負担します。

(9) 当社の財務報告の適正性を確保するための体制

当社は、当社グループの財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る必要且つ適切な内部

統制体制を整備、運用するとともに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要があれば速やかに是正

措置を行うものとします。

(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社及び当社グループは、暴力団等反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むこととしており、

不当要求等は一切受け付けず、警察当局や顧問弁護士等と連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議

のうえ、対応してまいります。

反社会的勢力排除に向けた整備状況については、対応部署を設置し、警察当局及び関係機関、顧問弁護

士との連絡を密にし、指導、助言を受けるほか、事案発生時には、警察当局及び関係機関、顧問弁護士等と

緊密に連携して、速やかに対処できる体制を構築しております。

また、「不当要求行為対応マニュアル」を策定し、暴力団等反社会的勢力に対する対応について、社内へ

の徹底を図っております。

なお、当社は大阪府暴力追放推進センターの賛助会員として、当センターが掲げる「暴力団追放３ない

運動プラス１（暴力団を恐れない、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない＋暴力団と交際しない）」

を実践してまいります。
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6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保する

ための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1) 内部統制システム全般

当社及びグループ各社の内部統制システム全般の整備･運用状況を当社の監査部がモニタリングし、改善

を進める体制としております。

(2) コンプライアンス

当社グループは、行動宣言にコンプライアンス遵守を明定しております。また、コンプライアンス・プ

ログラムを策定し、コンプライアンス違反となる事象に対して管理体制を構築するとともに、半期毎にコン

プライアンス研修を実施する等により、コンプライアンス意識の向上並びにコンプライアンス遵守体制の強

化を図っています。コンプライアンスの管理部署としてコンプライアンス室を設置し、コンプライアンス遵

守のためのコンプライアンス・マニュアルを策定しています。

なおコンプライアンス・プログラムについては、その内容について取締役会にて決議承認を得ており、

代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を半期毎に開催し、その遵守状況について管理を行

っています。

また半期に１度、全社員に対しコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス遵守体制の強化を行

っております。

(3) リスク管理体制

2016年10月より、リスクマネジメントシステムを導入し、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジ

メント委員会を半期毎に開催し、当社事業活動において顕在化もしくは潜在化している各リスクに対する管

理状況の確認、及び対応方針を決定しております。

なお日常における各リスクの管理・運営は、明確化された各リスクの責任箇所により行い、リスク全般

における統括箇所として、経営統括部内にリスクマネジメント室を設置しています。

またリスクマネジメントの状況については、取締役会においても報告を行っております。

(4) 内部監査

監査部が作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施致しました。

(5) ＴＥＣ ＷＡＹ

「経営理念」、「行動宣言」、「行動指針」については、コンプライアンス研修において題材として取り上げ

る等、グループ役職員に浸透する施策を継続的に行っております。また内部監査及び社内アンケートによ

り、浸透度合いについて確認をしております。
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「経営理念」

東洋テックグループは、安心で快適な社会の実現に貢献します。

「行動宣言」

・私たちは、お客様のニーズに最適なサービスを提供します。

・私たちは、企業価値の向上に取り組みます。

・私たちは、ひとりひとりの人間性を尊重します。

・私たちは、誠実で透明性の高い行動に努めます。

・私たちは、変革に挑戦し時代とともに成長します。

「行動指針」

お客様のために

・私たちは、お客様の生命・身体・財産を守るため、高品質のサービスを提供します。

・私たちは、法令及び社内規程を遵守し、お客様に信頼されるサービスを心掛けます。

・私たちは、公正で透明な取引を誠実に行い、お客様との信頼関係の構築と維持に努めます。

・私たちは、お客様の情報管理を徹底し、情報漏えい・不正利用を防止します。

・私たちは、お客様からのご指摘を真摯に受け止め、誠実に対応します。

株主のために

・私たちは、安易な値引き、減免等を行わず、商品・サービスの正当な対価に拘ります。

・私たちは、収益向上のため、徹底した効率化とコスト削減に取り組みます。

・私たちは、中長期的な収益資源を得るため、新しい分野へ積極的にチャレンジします。

・私たちは、柔軟な発想と、先進的な視点をもって、変革へ挑戦し続けます。

・私たちは、開示すべき情報を積極的に公開し、透明性の高い経営に努めます。

従業員のために

・私たちは、従業員の多様性・人格・個性を尊重し、差別のない職場を作ります。

・私たちは、お互いの役割を理解し、風通しの良い、チームワークのある職場を作ります。

・私たちは、労働関係法令を遵守し、超過勤務を防止し、休暇を取得します。

・私たちは、セクハラ・パワハラ・マタハラ等の各ハラスメントをしません。

・私たちは、働きやすい職場環境と挑戦できる企業風土を作ります。

社会のために

・私たちは、法令、社会規範、企業倫理、社内諸規程等のルールを順守します。

・私たちは、反社会的勢力との結びつきを完全に排除し、健全な企業風土を保ちます。

・私たちは、積極的に地域社会貢献活動や環境問題に取り組みます。

・私たちは、社会からの不信を招く、自身の利得のための接待・贈答を行いません。

・私たちは、公共、公益に資するため、心身ともに健全な状態で業務に取り組みます。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2022年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 14,074,734 流 動 負 債 4,814,196

現 金 及 び 預 金 6,086,691 買 掛 金 386,518

受 託 現 預 金（注） 4,642,825 短 期 借 入 金 275,000

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 2,426,957 １年内返済予定の長期借入金 226,248

契 約 資 産 182,668 未 払 法 人 税 等 191,336

商 品 6,636 契 約 負 債 232,136

貯 蔵 品 331,545 預 り 金 648,031

そ の 他 398,069 賞 与 引 当 金 511,614

貸 倒 引 当 金 △659 役 員 賞 与 引 当 金 38,610

そ の 他 2,304,701

固 定 負 債 4,618,582

社 債 1,000,000

固 定 資 産 15,804,600 長 期 借 入 金 2,520,390

有 形 固 定 資 産 11,469,904 長 期 契 約 負 債 162,652

建 物 及 び 構 築 物 2,796,451 繰 延 税 金 負 債 177,026

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 2,014,600 退 職 給 付 に 係 る 負 債 417,911

土 地 6,195,446 そ の 他 340,601

建 設 仮 勘 定 27,715 負 債 合 計 9,432,778

そ の 他 435,691 （純 資 産 の 部）

無 形 固 定 資 産 703,371 株 主 資 本 20,957,933

ソ フ ト ウ ェ ア 486,477 資 本 金 4,618,000

の れ ん 70,175 資 本 剰 余 金 8,527,404

そ の 他 146,718 利 益 剰 余 金 8,542,790

投 資 そ の 他 の 資 産 3,631,325 自 己 株 式 △730,261

投 資 有 価 証 券 2,433,710 その他の包括利益累計額 △511,375

退 職 給 付 に 係 る 資 産 386,666 その他有価証券評価差額金 858,305

繰 延 税 金 資 産 158,934 土 地 再 評 価 差 額 金 △1,362,016

そ の 他 659,553 退職給付に係る調整累計額 △7,665

貸 倒 引 当 金 △7,540 純 資 産 合 計 20,446,557

資 産 合 計 29,879,335 負債純資産合計 29,879,335

(注) 受託現預金とは、主として金融機関等から管理を委託されたＣＤ／ＡＴＭ機に使用するための現金及び預金であります。
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連 結 損 益 計 算 書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 27,465,433

売 上 原 価 22,062,007

売 上 総 利 益 5,403,425

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,554,459

営 業 利 益 848,966

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 118,131

そ の 他 66,097 184,229

営 業 外 費 用

支 払 利 息 44,253

社 債 発 行 費 30,080

寄 付 金 50,000

そ の 他 13,274 137,609

経 常 利 益 895,586

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,504,198

固 定 資 産 売 却 益 2,710 1,506,908

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 58,896

和 解 金 1,430,000

訴 訟 関 連 損 失 41,271

解 体 撤 去 費 用 67,076

事 務 所 移 転 費 用 17,701

そ の 他 253 1,615,199

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 787,295

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 305,844

法 人 税 等 調 整 額 21,934 327,779

当 期 純 利 益 459,515

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 459,515
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貸 借 対 照 表
(2022年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 託 現 預 金（注）

受 取 手 形

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

立 替 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

9,531,614

2,979,917

4,469,185

310

1,287,917

6,152

306,179

173,640

226,029

82,876

△594

16,355,477

10,962,774

2,619,251

49,725

1,848,127

2,228

423,051

5,993,034

27,355

587,359

454,454

132,904

4,805,343

1,865,804

2,098,336

36,944

294,581

397,265

118,561

△6,151

（負 債 の 部）
流 動 負 債 3,240,914
買 掛 金 295,481
短 期 借 入 金 200,000
１年内返済予定の長期借入金 199,200
未 払 金 713,804
未 払 費 用 320,286
未 払 法 人 税 等 75,730
契 約 負 債 96,249
未 払 消 費 税 等 166,292
前 受 金 164,020
預 り 金 586,399
賞 与 引 当 金 362,790
役 員 賞 与 引 当 金 26,720
そ の 他 33,939

固 定 負 債 4,116,315
社 債 1,000,000
長 期 借 入 金 2,438,310
長 期 契 約 負 債 158,907
繰 延 税 金 負 債 97,363
退 職 給 付 引 当 金 104,861
そ の 他 316,872

負 債 合 計 7,357,230
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 19,248,415
資 本 金 4,618,000
資 本 剰 余 金 8,511,719
資 本 準 備 金 8,310,580
そ の 他 資 本 剰 余 金 201,139

利 益 剰 余 金 6,848,957
利 益 準 備 金 233,989
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,614,968
固定資産圧縮積立金 105,719
別 途 積 立 金 4,265,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,244,248

自 己 株 式 △730,261
評 価 ･ 換 算 差 額 等 △718,554
その他有価証券評価差額金 643,461
土 地 再 評 価 差 額 金 △1,362,016

純 資 産 合 計 18,529,861
資 産 合 計 25,887,091 負債純資産合計 25,887,091

(注) 受託現預金とは、主として金融機関等から管理を委託されたＣＤ／ＡＴＭ機に使用するための現金及び預金であります。
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損 益 計 算 書

(2021年４月１日から
2022年３月31日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 17,304,536

売 上 高 16,999,106

不 動 産 賃 貸 収 入 305,430

売 上 原 価 13,565,052

売 上 原 価 13,418,288

不 動 産 賃 貸 原 価 146,763

売 上 総 利 益 3,739,484

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,551,337

営 業 利 益 188,146

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 334,893

そ の 他 139,268 474,161

営 業 外 費 用

支 払 利 息 40,548

社 債 発 行 費 30,080

寄 付 金 50,000

そ の 他 11,095 131,724

経 常 利 益 530,584

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,442,594 1,442,594

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 54,738

和 解 金 1,430,000

訴 訟 関 連 損 失 41,271

解 体 撤 去 費 用 67,930 1,593,940

税 引 前 当 期 純 利 益 379,238

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 88,296

法 人 税 等 調 整 額 18,072 106,368

当 期 純 利 益 272,869
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年５月６日

東洋テック株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三 浦 宏 和

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 岸 康 徳

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、東洋テック株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度

の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋テック株

式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規

定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以

外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断

した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には

当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表

示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理

的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は

重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと

ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適

正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。

監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ

の内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年５月６日

東洋テック株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三 浦 宏 和

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 岸 康 徳

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、東洋テック株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第58期

事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計

算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に

係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従

って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し

て意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類

等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ

の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内

部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、

我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事

項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、

不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと

もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表

示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその

内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第58期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した

監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告致します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査致しました。また、子会社につ

いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその

子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体

制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明致しました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ

とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業

会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表）について検討致しました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記

載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月９日

東洋テック株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 藤 田 正 博 ㊞

社 外 監 査 役 尼 木 始 ㊞

社 外 監 査 役 辻 康 弘 ㊞

社 外 監 査 役 日下部 功 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内略図

大阪市浪速区湊町一丁目２番３号

ホテルモントレグラスミア大阪 21階ブルーベル
電話06（6645）7111

【電車】（地下道ご利用は、30番出入口にて直結） 【空港より】

●地下鉄四ツ橋線「なんば駅」北改札口より徒歩１分 ●大阪空港より隣接のOCATまで直行バスで約35分

●地下鉄千日前線「なんば駅」西改札より徒歩約１分 ●関西国際空港より隣接のOCATまで直行バスで約48分

●地下御堂筋線「なんば駅」北西or北南改札より徒歩約５分 【市バス】

●JR「難波駅」より直結 ●JR難波駅下車すぐ

●近鉄・阪神「大阪難波駅」西改札より徒歩約１分

●南海「難波駅」3F北口or2F中央口より徒歩約７分

【お車】 ※ホテル駐車場６階（30分毎300円）

●阪神高速湊町出口すぐ（千日前通沿い）

───お 願 い───

駐車場はホテルの有料駐車場をご利用ください。

なお無料駐車券の配布は致しておりませんので、ご了承ください。
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